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「奈良県地域交通改善協議会幹事会」
幹事長：奈良県県土マネジメント部長

幹 事：副市町村長、交通事業者・関係団体担当役職員、近畿運輸局担当課長 等

「奈良県地域交通改善協議会」
会 長：奈良県知事

委 員：市町村長、交通事業者・関係団体代表、近畿運輸局担当部長 等

「地域別部会」
奈良県県土マネジメント部リニア・地域交通課長

市町村公共交通担当課長、奈良運輸支局首席運輸企画専門官 等

エリア公共交通検討会議（１８グループ）

※活性化法法定協議会としての
位置づけを有する

北西部地域
奈良市、大和郡山市、
生駒市、香芝市、
平群町、三郷町、
斑鳩町、安堵町、
川西町、三宅町、
田原本町、上牧町、
王寺町、河合町

中部地域
大和高田市、橿原市、
桜井市、御所市、
葛城市、高取町、
明日香村、広陵町

東部地域
奈良市、天理市、
桜井市、宇陀市、
山添村、曽爾村、
御杖村、東吉野村

南部地域
五條市、吉野町、
大淀町、下市町、
黒滝村、天川村、
野迫川村、十津川村、
下北山村、上北山村、
川上村、東吉野村

※活性化法法定協議会・・・「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第５条第１項に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施
に関し必要な協議を行うための協議会

※地域協議会・・・「道路運送法施行規則」第１５条の４第１項第２号に基づく、地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保に関する協議会

※地域協議会としての
位置づけを有する

地域公共交通計画の策定

協議会の調整
国補助に係る計画の策定 等

各地域の広域的な事項の調整

各グループの協議対象路線
の改善策の検討
奈良県地域公共交通計画の
進捗状況の検証

●奈良県では、｢地域公共交通の活性化及び再生に関する法律｣に基づく協議会として「奈良県地域交通改善協議会」を組織。

【役割】①協議対象路線の毎年度の運行実績に基づく診断の実施及び診断結果等を踏まえた運行改善策の検討
②国及び県補助の対象系統（各補助に係る計画）についての合意
③｢奈良県地域公共交通計画｣の策定・変更に係る協議
④その他公共交通施策に関する案件の調整及び意思決定



奈良県
NARA PREFECTURE【はじめに】本日の協議会の位置づけ
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●「広域的なバス路線」について検討開始
－行政の支援なくして維持困難な路線への対応策

－既に行政が支援している路線の更なる改善策

●以下方針の確認

－必要な広域的なバス路線への県や市町村の新たな支援の実施

－利用促進だけでなく路線の再編を含む総合的な改善策等の強化

●最適化（ベストミックス）に向けた路線ごとの検討

－広域的なバス路線の利用促進策や再編策の検討・実施

－市町村内を循環するバス路線やデマンド交通などとの接続性

＜協議会幹事会＞、＜エリア別会議＞、＜路線別会議＞

＜地域交通実務者検討WG＞ ※今回の検討のために新たに立ち上げ

座 長：富山大学 猪井 博登 准教授

構成員：交通事業者、市町村、近畿運輸局、奈良運輸支局、利用者代表、県

R7.2
協議会

本日の
協議会

次年度
以降

一
般
ス
キ
ー
ム
や
制
度
設
計
の
検
討

個
別
路
線
の
検
討



奈良県
NARA PREFECTURE検討の背景 ※昨年２月の改善協議会開催時の振り返り
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輸送人員の減少やドライバー不足を背景として、県内地域交通の
維持は厳しい状況。需要を着実に取り込みつつも、更なる路線再編
等の取組も必要に。

●県南部東部だけでなく北西部も人口減【H25→R5:▲9万人】

●鉄道、バス、タクシーともに輸送人員減

●県内バス事業者の乗合事業の赤字は拡大【R5：約17億円】

●ドライバーも不足傾向【全国の大型二種免許保有者は直近10年で２割減】

●奈良県の観光客数は、回復・増加傾向【R4:3,300万人】

●県内の運転免許返納も毎年、一定件数【R5:約5,000件】



奈良県
NARA PREFECTURE検討の目的 ※昨年２月の改善協議会開催時の振り返り
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＜１．運行費補助＞

・事業名 ：基幹公共交通ネットワーク確保事業
・事業内容：一定の赤字バス路線への運行費補助

＜２．関係者連携した施策の実施＞

・補助対象路線を「バスカルテ」で診断
・「要改善」であれば関係者連携して改善策を実施

協議対象系統
（※）

バスカルテ
基準を満たす

県の補助要件を
満たす

バスカルテ
基準を満たさない

運行補助を実施
更なる利用促進策の
検討・実施

改善の意思なし

利用促進策の検討・実施

コミバス等に転換

運行補助を実施

初期費用等を支援
※持続困難な系統として
バス事業者から申入れが
あった広域幹線系統

▶新たに行政の支援が必要な路線が発生

▶補助要件が最近の実態に適したものか
を含めた検討が必要

▶「要改善」路線が増加【H28：８路線⇒R６：15路線】

－更なる利用促進策の強化が必要

－利用促進策に偏りがちで、路線の合理化等の視点が不十分

補
助
前
の
課
題

補
助
後
の
課
題

・１便あたり利用者数：３人以上
・平均乗車密度：２人以上
・最大乗車人員：10人以上
・収支率：40％以上
・利用者1人あたり行政負担：2千円以下

P.5～ P.7～

奈良県では、広域的なバス路線の維持・確保・改善に向けて、１．運行費補助、
２．関係者連携した施策の実施に取り組んできたが、状況が厳しくなる中で課題も。

※現行制度上、追加で新たに補助開始した路線はない ※現行制度上、補助を打ち切った路線や、路線合理化（廃止等）を本格検討した路線はない



奈良県
NARA PREFECTURE補助前の課題 －赤字が拡大する広域的なバス路線
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赤字：不採算(要協議)基幹路線
緑字：収支均衡スキームあり
青字：コミュニティバスへ転換
黒字：路線廃止
黄色：奈良県診断指標を満たしていない路線（令和5年度）

主な基幹路線一覧

収支率(％) 平均運行
国 県 市町村 (補助金含む) 回数(回)

1 東山線 ○ ○ ○ － 5.5
2 富雄庄田線 ○ － ○ － 13.4

3 奈良法隆寺線 ○ ○ － 89.8 8.5

4 郡山若草台線 ○ － － 50.7 16.1
5 白鳳台住宅線 ○ － － 49.6 34.2
6 信貴山線 ○ － ○ 86.4 11.0
7 三郷線 ○ － ○ 73.4 13.3
8 王寺シャープ線 ○ － － 78.0 22.6
9 奈良天理線 ○ － － 82.1 21.4

10 天理都祁線 ○ ○ ○ － 5.4

11 天理桜井線 ○ ○ ○ － 9.6
12 榛原東吉野線 ○ ○ ○ － 4.3
13 古市場線 ○ － ○ － 11.5
14 大宇陀線 ○ － ○ － 14.5
15 都祁榛原線 ○ ○ ○ － 8.9
16 八木新宮線 ○ ○ ○ － 3.0
17 八木下市線 ○ ○ ○ － 11.3
18 八木御所線 ○ ○ ○ － 5.3
19 飛鳥線 ○ － ○ － 10.3
20 高田イオンモール線 ○ ○ ○ － 11.0
21 高田新家線 ○ － ○ － 6.3
22 高田五條線 ○ ○ ○ － 10.3
23 洞川線 ○ ○ ○ － 4.8
24 下市天川線 ○ ○ ○ － 3.0
25 桜井飛鳥線 － ○ ○ － 2.7
26 桜井菟田野線 － ○ ○ － 3.8
27 下市笠木線 － － ○ － 0.8
28 八木五條線 － － ○ － 0.8

31 奥宇陀わくわくバス － △ ○ － 4.1
32 当麻新庄線 ○ － ○ － 9.7
33 大淀五條線 －
34 高の原高山線 11.6

△：奈良県より各協議会へ補助

1.0

1.0

－

－△

○

○

番号 路線名
奈良交通への補助状況

29 広域通院ライン ○ △

30 ゆうゆうバス ○

既に運行費補助により「収支均衡」となっている
路線以外でも、赤字が拡大し、その維持が問題に。

交通事業者から右赤字路線の問題提起【R7.2協議会】

「収支均衡を前提にした維持方策を奈良県地域交通改善協議会

を中心にご協議をお願いします」

背
景
・
契
機

検
討
の
視
点

❶路線維持のためには収支均衡が必要 【→補助の可否】

❷維持するにせよ、一定の合理化余地はある 【→合理化の程度】

今
後
の
方
針

❶地域で必要と判断される路線は収支均衡を確保

―国・県の補助で収支均衡にならない赤字分は市町村も補助

❷可能な限り一定の合理化を図る

▶❶・❷を前提に、県も市町村と連携して路線維持を図る



奈良県
NARA PREFECTURE補助前の課題 －補助要件の見直し

補助要件 要件の考え方 課題と合理化の要否 見直しの方向性

複数市町村にまたがる 広域性
１市町村内で運行する系統は基本
的に市町村が担い、県として支援
する基幹的系統は広域に跨る系統

－
（広域性の担保として必要）

－

２以上の市町村が運行す
るコミュニティバス等に
接続

結節性
フィーダー系統であるコミバスと
接続させ、幹線的なネットワーク
を確保

本来、フィーダー系統には
路線バス（民営）も含まれる

路線バス（民営）も対象と
要件を明確化
※鉄道接続は除く

鉄道駅に接続
※一部対象外あり

結節性
鉄道駅と接続して基幹的ネッワー
クとして一体的に機能

－
（基幹的な交通ネットワークを

確保するために必要）

－

主要な幹線道路（国道お
よび主要地方道）を主に
運行

基幹性
基幹的なネットワークは、比較的
人口が集積している主要な幹線道
路で主に運行される系統

地域によっては国道や主要地
方道が整備されていない
主要な鉄道駅へのアクセスが
確保される地域は比較的人口
が集積していると想定される

主要な幹線道路を運行してい
ない場合においても、基幹性
を担保できる場合に要件緩和

３方向以上へのアクセスが
可能なターミナル駅と接続
している場合を想定

１日当たりの計画運行回
数が３回以上

利便性
朝昼晩など、１日３回以上運行さ
れており、一定の利便性を維持

－
（最低限の利便性を確保する

ために必要）

－

北西部・南部東部など地域を問わず路線維持が厳しくなりつ
つある実態を踏まえ、「基幹公共交通ネットワーク確保」とい
う考え方は維持しつつも、補助要件を一部見直し。
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奈良県
NARA PREFECTURE補助後の課題 －PDCAサイクルの運用強化

合
理
化
や
利
用
促
進
の

取
組
計
画
を
策
定

合理化余地あり
〈合理化案の提示〉

路線の利用促進策検討

バス事業者の合理化案をもとに、
減便、区間縮小、路線統合、
代替交通への転換等を検討

＋

利用促進策を検討

関係者で協議
（市町村、バス事業者、運輸支局、学識等）

利用促進策を検討

合理化余地なし

路線の合理化検討

「要改善」であることをもって即時・一律に補助の廃止等を行えば、十分な議論なく地域の足がなくなる懸念。

バスカルテ基準を満たす 運行補助を実施更なる利用促進策の検討・実施

利用促進策の検討・実施 運行補助を実施

初期費用等を支援
・１便あたり利用者数：３人以上 ・平均乗車密度：２人以上
・最大乗車人員：10人以上 ・収支率：40％以上
・利用者1人あたり行政負担：2千円以下

改善の意思なし

コミバス等に転換

【
現
行
】

【
新
た
に
要
件
化
】

バスカルテ
基準を満たさない

※合理化とは、減便、
区間縮小、路線統合、
代替交通への転換等
を想定

=「要改善」状態

「要改善」路線では利用促進だけでなく、路線の減便等の合理化も視野に入れた検討が必要。課題

留意点

「要改善」が５年以上継続した路線では、「合理化」をテーマとした協議プロセスを経ることを補助要件化。見直し案

「
要
改
善
」
が
５
年
以
上
継
続

バ
ス
事
業
者
へ
合
理
化
余
地
の
意
見
照
会

県
補
助
を
継
続

計
画
に
基
づ
き
運
行
開
始
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奈良県
NARA PREFECTURE【参考】県運行費補助の対象路線の状況（R7年度運行実績）
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※ 市町村が連携して運行している幹線コミュニティバスを除く。

＜10年連続「要改善」状態＞

・天理桜井線（天理市、桜井市）

・八木御所線（橿原市、御所市、高取町）

＜８年連続＞

・八木下市線（橿原市、明日香村、高取町、

大淀町、下市町）

＜７年連続＞

・桜井菟田野線（桜井市、宇陀市）

＜６年連続＞

・名張奥津線（御杖村、名張市、津市）

＜４年連続＞

・高田五條線A（大和高田市、葛城市、御所市、

五條市）

＜２年連続＞

・天理都祁線（奈良市、天理市）

＜連続していないが直近実績が「要改善」状態＞

・曽爾香落渓線（曽爾村、名張市）

・都祁榛原線（奈良市、宇陀市）

１便あたり利用者数 ３人以上

平均乗車密度 ２人以上

最大乗車人員 10人以上

収支率 40％以上

利用者1人あたり行政負担 2千円以下

＜診断指標＞



奈良県
NARA PREFECTURE実効性のある取組への支援に向けて

9

＜路線の合理化検討や新たな交通モードの導入＞

＜利用促進策の検討・実施＞

ＰＤＣＡサイクルの運用強化に伴い、別の交通モードへの転換や、実効性ある利
用促進策の検討等を行うことに。その検討や実証運行をメリハリをもって支援でき
るよう、既存の補助メニューの改組も検討。

●「公共交通基本計画推進支援事業」（市町村向け支援事業）のメニュー変更や、
その他の支援のあり方も含めて総合的に検討したい。

●また、域内交通の維持のあり方については、今後も継続して議論したい。

⚫利用の少ない区間を短縮して、一部は域内のコミバスに転換した方が費用が抑えられるか…

⚫ スクールバスや施設送迎バスと統合して、一般客との混乗ができないか… 等

⚫これまで１市で乗車券割引を行ってきたけれど、沿線市町村と協力して実施できないか…

⚫バス停付近にある施設の駐車場を利用して、パークアンドライドができるようにならないか… 等

＜その他全般＞

⚫域内交通の維持に向けて、人的・財政的な支援を実施してほしい…

⚫運転手不足に対応するための取組を実施してほしい… 等


